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計上は企業の障害者雇用数は着実に増えており、２０２
５年６月時点の雇用数は７０万４６１０．０人（前年比４．

０％増）と２２年連続で増えています。
　しかし、企業の間で障害者雇用が広く普及しているとは言え
ません。実際に雇用している実雇用率は２．４１％と法定雇用
率を０．０９ポイント下回っているうえ、雇用率を達成してい
る企業も約５．５万社と雇用義務のある企業の４６．０％に過
ぎないからです。また、雇用の受け皿は大企業が中心で、１人
も雇用していない企業が中小企業などで３．７万社にも上る実
態があります。
　未達企業は「納付金」という罰金を払う義務があるものの、
今は対象が常用従業員１００人超の企業に限定されていること
などから、「無雇用」を含む未達企業が減らない構図が定着。
また、障害者雇用に必要となる「合理的配慮」まで考える余裕
のない企業が多く、法定雇用率の急速な引き上げに対して、企
業側の過半数が「対応困難」と答えている最近の調査も出てい
ます。こうした状況下では、いくら雇用義務を強化しても雇用
に踏み出す企業が増える可能性は低いままです。
　厚労省の「障害者雇用実態調査」（２３年）でも、障害者雇用
にあたって６割以上の企業が「課題がある」と回答。具体的に
は「会社内に適当な仕事があるか」「障害者雇用のイメージや
ノウハウがない」「採用時に障害者の適性、能力を十分把握で
きるか」など、基本的な課題を挙げる企業が目立ちます。
　このため、政府は２４年から短時間勤務の場合も法定雇用率
に算入できるよう改正。これまで対象外だった週１０時間～２
０時間未満の短時間勤務で、重度の身体、知的障害者と精神障
害者を０．５人にカウントできるようにしました。
　拠点規模が小さく、まとまった仕事量が確保できない企業、
人手不足で指導者の長時間の対応が困難な企業などの雇用を
側面支援するのが狙いです。また、新型コロナをきっかけに普
及した在宅勤務などのリモートワークも、移動の難しい障害者
には大きな「合理的配慮」になり得るとして推奨しています。
　ただ、障害者が短時間勤務やリモートワークでできる仕事を
"切り出せる"かどうか、その仕事に向いている障害者を探し出
せるかどうかなど、企業側が挙げる「課題」に照らし合わせると、
ハードルは決して低くありません。

　そうした課題を解消する一つの方法として、障害者雇用支援
サービスが伸びています。企業は障害者を雇用しますが、実際
の業務は支援企業が用意する農園やサテライトオフィスで行う
形態で、企業は雇用の「質量」ともに担保できます。一方で、
法定雇用率の達成のみを目的にした企業には便利な「代行ビジ
ネス」の側面も強いため、厚労省で新たなルール作りが議論さ
れています。
　さまざまな課題を抱えたまま法定雇用率はアップしました
が、障害者雇用にとって新たな局面になるかどうか、企業側の
対応が注目されています。
　　大幅引き上げが続く最低賃金、２６年度の議論スタート
　２０２６年度の最低賃金（最賃）を決める厚生労働省の中
央最低賃金審議会が６月２６日開かれました。中央審内の「目
安に関する小委員会」で審議し、７月下旬にも引き上げ額を
提示する見通しで、「全国加重平均６％前後の引き上げ」を
意識した議論が展開される模様です。一方で昨年、目安の決
定を受けた地方審議会のうち、３９道府県が目安を上回る答
申を出したほか、大幅アップの対応策として２７県が通常の
１０月発効を後ろ倒しするなど、最賃制度の根幹にかかわる
課題も浮上しています。
　公労使で構成する目安小委は、全都道府県を３ランクに分
けて引き上げ額の目安額を提示。これを参考に、都道府県ご
との審議会が改定額を決め、１０月から順次適用される仕組
みです。
　昨年度の「目安」は、全国加重平均で過去最高の６３円（前
年度比６．０％増）の引き上げで１１１８円としました。これ
を受けた各都道府県での審議の結果、最終的には過去最高の
６６円（６．３％）、１１２１円に達しています。
　こうした事態に中央審は議論開始直前の６月２３日、　「近
隣県等との過度な競争意識による地域の実態と乖離した引き
上げ」に関して「地域の生計費、賃金、企業の支払い能力の
法定３要素に基づいて決めるべき」と整理。また、「発効日の
考え方」については「大幅引き上げの " 取引条件 " として使
うべきではない」との考えをまとめました。これに対しては、
地方の実情をどこまで踏まえた「目安」にしているのかといっ
た批判もあり、最賃決定のプロセスは転換点を迎えています。

 ７月から法定雇用率２．７％　障害者雇用、企業の義務拡大
　企業などに障害者雇用を義務付けている法定雇用率が、７月から現行の２．５％から２．７％に引き上げられました。
同時に、雇用義務のある企業も従業員４０．０人以上から３７．５人以上に引き下げられ（短時間勤務などの場合は０．
５人にカウント）、雇用企業のすそ野も拡大。障害者の雇用数は年々増え続けていますが、増加ペースに「仕事の質」
が追い付かず、制度のひずみも拡大しています。企業の法定雇用率は２０２３年時点の２．３％から、わずか３年で０．
４ポイントも引き上げられることになりますが、急速な引き上げに企業の負担感は増す一方です。
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